
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  土地付建物の仲介手数料の仕入税額控除 

Ｑ：土地付建物を１億円で売却しました。

内訳は土地が８千万円で建物が２千万円です。

消費税を計算する場合、売却にかかる仲介手

数料は、この割合で按分した金額で取り扱っ

ていいでしょうか？ 

 

Ａ：譲渡代金を土地部分と建物部分とに合

理的に区分している場合は、それが認められ

ます。 

【解説】 

消費税を個別対応方式で仕入控除税額を計

算する場合、課税仕入れを課税資産の譲渡等

にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等に

のみ要するもの、課税資産の譲渡等とその他

の資産の譲渡等に共通して要するものに区分

しなければなりません。 

また、課税資産の譲渡等とその他の資産の

譲渡等に共通して要するものについて、合理

的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要す

るものとその他の資産の譲渡等にのみ要する

ものとに区分している場合は、その区分した

ところにより個別対応方式を適用することと

して差し支えないこととされています。 

ご質問の仲介手数料は、課税資産の譲渡等

とその他の資産の譲渡等に共通して要するも

のに該当しますので、これを、合理的に区分

した譲渡代金の割合で、土地部分はその他の

資産の譲渡等にのみ要するもの、建物部分は

課税資産の譲渡等にのみ要するものとして、

個別対応方式を適用していれば、それが認め

られることになります。 
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